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あいさつ

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様と、感染拡大により生活に影響を受けておられる

皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

一昨年度から、感染症の拡大の影響により、本会の活動も縮小を余儀なくされ、現在も鳥取県

版新型コロナ特別警報の発令により、大勢の人が集まる集会などの催しの自粛が求められている

ところです。

また、国際情勢におきましては、2022（令和４）年２月にロシアのウクライナ侵攻という、突

然な武力攻撃が発生しました。「戦争は最大の人権侵害である」と学んできましたが、連日の報道

の中では、多くの人々の命、財産が失われるなど、心を痛めています。さらに、本年は日本発の

「人権宣言」といわれ、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」で結ばれる「水平社宣言」が発せられ

て100年になります。一人ひとりの人間の尊厳が守られ、差別を許さず、平等で自由な社会の実現

への願いが込められています。しかし、新型コロナウイルス感染拡大による差別、誹謗中傷によ

る人の尊厳の命にまで影響を及ぼしている現実があります。我々、本会の会員としては、我がこ

ととして、さらに人権学習を深めることが、これまで以上に大切な時代となっています。

こうした状況の中、第54回倉吉市人権教育研究会総会の開催につきましては、役員会で協議を

重ねた結果、総会決議については、感染症対策のため、総会資料の配布、閲覧等による書面開催

とさせていただくこととしました。また、総会時に開催する講演会につきましては、人権学習を

深める機会を設けるため、中止とせず、感染症対策を万全としたうえで、来場者を限定して実施

することとし、当日会場に訪れることができない方のために、インターネットでのライブ及び録

画配信を行う形式で実施をすることとしました。コロナ禍の中でも、人権学習の歩みを止めない

よう、役員一同で苦心して考えた開催形式でございます。

昨年度、倉吉市では「倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画アクションプラン」が策定され、

「人権教育・同和教育の推進」、「人権啓発の推進」及び「相談・支援体制の充実」の３つの推進

方針に基づく90の具体的な事業を定め、それぞれに重要業績評価指標を設定し、縦割りにとらわ

れない推進体制として倉吉市人権施策推進会議を設置するなど、人権施策として、画期的な取組

が行われました。

本会におきましても、本会の果たすべき役割を踏まえ、昨年度から、５年間を見据えた活動の

方向性を第４次前期目標としてまとめ、推進しているところですが、市の取組を注視しながら、

コロナ禍であっても、会員の皆さんと学習を深められるよう、様々な工夫を凝らし、活動を行っ

ていきます。

最後に、人権問題を私たち自身の課題としてその大切さを再認識し、明日からの行動に活かし、

本会の活動が一層充実したものになりますようお願いし、あいさつとします。

2022年５月 倉吉市人権教育研究会

会長 相見 槻子
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※講演は、Youtubeでライブ配信をご覧いただくことが可能です。

次のＵＲＬ又はＱＲコードからご覧ください。

(１) ＵＲＬ https://youtu.be/b89PVeo2MS4

(２) ＱＲコード

※ 議決につきましては、書面決議といたします。お配りしている議案書をご覧いただき、

ご意見等ございましたら2022年５月20日（金）までに事務局までお知らせください。同

日を経過し、反対意見が多数でない場合は、総会議案等は承認されたものとさせていただ

きます。事務局連絡先については、総会資料最終頁をご覧ください。
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報告第１号

2021年度事業報告

１ 講演会・研修会の開催及び参加

(１) 第53回倉吉市人権教育研究会総会

ア 日時 ５月14日（金）に資料送付

イ 内容 2020年度事業報告、一般会計等収支決算報告、規約改正、2021年度会費、2021年

度基調提案、2021年度事業計画及び収支予算及び役員改選

ウ 実施方法 書面決議により、５月21日（金）に全ての決議事項について原案どおり承認

(２) 部落解放研究第54回全国集会

ア 日時 11月９日（火）～10日（水）

イ 場所 福岡県北九州市 西日本総合展示場新館ほか

ウ 内容 記念講演、特別報告等が予定されていたが、感染症対策のため、実開催は中止と

なり、11月９日（火）から30日（火）まで録画配信が行われた。配信内容につい

ては、各専門委員会で共有した。

(３) 第72回全国人権・同和教育研究大会新潟大会

ア 日時 11月13日（土）～14日（日）

イ 場所 新潟県上越市 上越文化会館ほか

ウ 内容 感染症対策のため、実開催は中止となり、同和教育・人権教育の実践報告に加え、

実践報告や地元特別報告等を掲載した大会報告資料の配布を受けた。資料は、各

役員、専門委員長に配布し、共有した。

(４)第36回人権啓発研究集会

ア 日時 ２月３日（木）～４日（金）

イ 場所 和歌山県 和歌山県民会館

ウ 内容 リレー報告、分科会等

エ 参加方法 感染症対策のため、会場参加は行わず、２月８日（火）～22日（火）まで行

なわれた録画配信を役員が視聴した。

２ 市民啓発活動資料等の作成

(１) 会報誌「解放をめざして」No.126及び127の発行配布

(２) 学習資料「自覚無き差別」改訂版の作成配布

(３) 啓発リーフレット「くらよし」No.16の作成配布
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３ 役員会

(１) 第１回 2021年４月27日（火） 第53回総会の開催方法及び内容並びに資料について

(２) 第２回 2022年３月29日（火） 活動報告及び第54回総会の実施方法について

４ 街頭啓発活動

(１) 街頭広報 新型コロナウイルス感染症拡大の防止の観点から中止とした。

(２) 部落解放月間 倉吉市役所本庁舎に横断幕を設置し、啓発活動を行った。（７月10日（土）

から８月９日（月）まで）

(３) 人権週間 倉吉市役所本庁舎に横断幕を設置し、啓発活動を行った。（12月４日（土）か

ら12月10日（金）まで）

５ 中学校区人権（同和）教育指定研究事業の実施

(１) 東中学校区人権教育研究発表会

ア 日時 11月 中止

イ 場所 倉吉幼稚園・灘手小学校・東中学校

ウ 内容 感染症対策のため発表会は中止し、実践報告書を作成し配布した。

６ 専門委員会活動報告

(１) 企画運営委員会

ア 努力点

(ア) コロナ禍の中ではあったが、初の試みとして専門委員会連携会議を実施し、第４次

前期目標に掲げた具体的な活動について、各専門委員会との意識共有を図った。

(イ) コロナ禍における市内の人権関係団体の活動状況における問題点、市への要請事項

を協議する会として、人権尊重のまち倉吉を考える懇談会を７年ぶりに復活させる取組

を行った。

※鳥取県版コロナ特別警報により書面開催とした。

イ 活動内容

(ア) 第１回委員会 ８月26日（木） 活動計画の検討

(イ) 専門委員会連携会議 ９月22日（水） 前期目標について協議

(ウ) 第２回委員会 12月９日（木） 懇談会について検討

(エ) 第３回委員会 ２月10日（木） 懇談会開催方法について検討

(オ) 人権尊重のまち倉吉を考える懇談会（書面開催） ３月９日(水)

ウ 成果と課題

(ア) コロナ禍により、会員研修会等が実施できなかった。

(イ) コロナ禍ではあったが、初の試みとして専門委員会連携会議を実施し、第４次前期

目標に掲げた具体的な活動について、各専門委員会との意識共有を図ることができた。

(ウ) 感染症対策のため、書面開催となってしまったが、７年ぶりに人権尊重のまち倉吉
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を考える懇談会を企画し、各関係団体の現状や課題を集約することができた。

(２) 教育活動委員会

ア 努力点

(ア) 昨年作成した自覚無き差別について理解を深めるため学習リーフレットの改訂版を

作成した。

(イ) 委員会の事業推進に向け、定例会を開催した。

イ 活動内容（定例会を含む）

(ア) 第１回定例会 ９月14日（火） 活動計画の検討

(イ) 第２回定例会 12月14日（火） リーフレットの構成協議

(ウ) 学習資料作成打合せ １月７日（金） リーレットの編集協議

(エ) 第３回定例会 ２月22日（火） リーフレット校正作業、振返り等

ウ 成果と課題

(ア) 学習資料として昨年度発行したリーフレットの内容を改変し、発行を行った。町内

学習会がなかなか開けない中で配布活用していただいたリーフレットへの感想をもと

に、内容を改変して発行することができた。昨年度のものと比較しながら、様々な場面

で研修資料として活用していただきたい。

(イ) コロナウイルス感染症の感染拡大により研修する場がなくなったが、内部研修とし

て委員会内で情報交換ができたことは良かった。リーフレットづくりについても意見交

換ができ、各委員の学びにつながった。

(ウ) 人権問題が他人事ではなく、自分事として考えてもらえる学習にしていかなくては

ならない。部落問題とは何か、差別とは何かを知り、気づく力を養っていかなければな

らない。

(エ) 差別が複合的に起こっていることについて考えていかなければならない。

(オ) 2020年からのコロナウイルス感染症の影響で途切れてしまった町内学習会を復活さ

せて、大人と子どもたちが共に学ぶ町内学習会の実施を拡げていってもよいのではない

か。

(３) 調査広報委員会

ア 努力点

(ア) コロナ禍の中で、様々なイベントが中止され、委員会の活動も満足に行えない中、

分担して取材活動を行い、会報誌「解放をめざして」を11月15日にNo.126を、３月18日

にNo.127の発行を行った。

(イ) 昨年度に引き続き編集作業を印刷会社に外注することで編集作業の省力化に努めた。

イ 活動内容

(ア) 第１回委員会 ８月24日（火） 会報誌の構成、取材分担の協議
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(イ) 第２回委員会 ９月30日（木） 会報誌の校正

(ウ) 第３回委員会 10月28日（木） 会報誌の最終校正

(エ) 梱包作業 10月28日（木） 会報誌の梱包・発送

(オ) 第４回委員会 12月16日（木） 会報誌の構成、取材分担の協議

(カ) 第５回委員会 １月20日（木） 会報誌の校正

(キ) 第６回委員会 ３月17日（木） 事業報告等の検討、会報誌の梱包・発送

ウ 成果と課題

(ア) コロナ禍で、例年のような活動が行えなかったが、会報誌を２回発行できた。

(イ) 新しい生活様式が広まる中、本委員会の広報活動においても新しい方式による会の

在り方を引き続き検討する必要がある。

(４) 市民活動委員会

ア 努力点

(ア) 委員会の事業等推進に向け、定例会と啓発活動への積極的参加を図った。

(イ) 家庭・地域・学校・職場等での人権意識向上のための啓発資料「くらよし No.16」

を作成し、全戸配布を行った。

イ 活動内容

(ア) 第１回定例会 ６月17日（木） 年間計画、啓発資料の編集

(イ) 第２回定例会 ７月29日（木） 啓発資料の編集

(ウ) 第３回定例会 ９月17日（金） 啓発資料の編集

(エ) 第４回定例会 10月12日（火） 伝達研修（児童虐待）、啓発資料編集

(オ) 第５回定例会 11月15日（木） 啓発資料の編集

(カ) 第６回定例会 12月16日（木） 啓発資料の編集

(キ) 第７回定例会 １月21日（金） 啓発資料の編集

(ク) 第８回定例会 ２月１日（金） 啓発資料の編集

(ケ) 第９回定例会 ３月10日（木） 啓発資料の編集、振り返り等

ウ 成果と課題

(ア) 前年度より啓発資料の内容を協議、自己研修等の学びを作成に活かすことができた。

(イ) 作成資料の活用とその評価の推進を行い、今後につなげていく。

(ウ) 新型コロナウイルス感染症対策のため視察研修会は実施出来なかった。

(５) 企業活動委員会活動報告

ア 活動目標

(ア) 三者合同研修会等での関係機関・団体との連携と情報共有

(イ) 委員による事例発表・視察等委員研修の充実

(ウ) 企業内の研修、人材育成につながる委員会活動の実施
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(エ) あらゆるライフステージでの切れ間のない人権教育の提供の場としての活動の実施

(オ) 多様な人材の雇用確保への理解を深める研修の実施

(カ) 企業・団体内での会員拡大

(キ) 新型コロナウイルス感染症等に関しての人権学習の実施

イ 活動内容

(ア) 第１回三者合同研修会 12月14日（火）倉吉市人権文化センター

内容：近年の新規高等学校卒業の受験状況～公正採用の状況について～

講師：郡 勇二さん（鳥取労働局職業安定部職業安定課）

ウ 成果と課題

(ア) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため定例会は開催しなかったが、三者合同研修

会へ参加し研修機会の確保はできた。

(イ) 企業活動委員会は、企業、学校などが主な構成団体となっており、コロナ禍では集

まることが難しい中、人権学習の場の確保に向けた工夫した活動方法を考える必要があ

る。
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報告第２号

2021年度倉吉市人権教育研究会収支決算書

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

収入済 2,198,526円 － 支出済 1,251,854円 ＝ 946,672円

残金 946,672円は次年度に繰り越します。

費目
本年度予算額

a

収入済額

ｂ

差引増減額

b－a(▲)
備考

１ 委託料 590,000 590,000  0 市委託料

２ 会費 900,000 814,000 ▲86,000 1,000円×814人

３ 繰越金 794,515 794,515  0 前年度繰越金

４ 雑収入 485 11 ▲474 預金利息

合 計 2,285,000 2,198,526 ▲86,474

費目
本年度予算額

a

支出済額

ｂ

差引増減額

b－a(▲)
備考

１ 事業費 1,706,000 978,534 ▲727,466

(１) 企画運営費 100,000 0  ▲100,000

(２) 教育活動費 120,000 120,000 0 学習資料の発行 120,000

(３) 調査広報費 230,000 124,344 ▲105,656 会報誌「解放をめざして」№126、No.127
の発行 124,344

(４) 市民活動費 560,000 523,600  ▲36,400 啓発資料（くらよしNO.16) 179,300

入会特典（マスクポケット） 146,300

啓発ワッペン 198,000

(５) 指定研究費 120,000 120,000 0 東中学校区同和教育研究協議会 120,000

(６) 研修費 370,000 0 ▲370,000

(７) 研修派遣費 206,000 90,590 ▲115,410 第46回人権尊重社会を実現する鳥取県
研究集会 8,160

第72回全国人権・同和教育研究大会

56,770

部落解放研究第54回全国集会 18,330

第36回人権啓発研究集会 7,330

２ 会議費 255,000 22,260 ▲232,740

(１) 総会費 100,000 10,960 ▲89,040 会場キャンセル代金ほか 10,960

(２) 役員会費 30,000 0 ▲30,000

(３) 専門委員会

費

125,000 11,300 ▲113,700 専門委員会旅費 11,300

３ 負担金 111,000 110,530 ▲470 県人権教育推進協議会負担金ほか
110,530

４ 事務局費 157,000 140,530  ▲16,470 消耗品費、通信運搬費、印紙代
140,530

５ 雑費 5,000 0 ▲5,000

６ 予備費 51,000 0 ▲51,000

合 計 2,285,000 1,251,854 ▲1,033,146
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解放をめざして第２集 倉吉市同和教育研究会30年のあゆみ（2007年７月発行）

2021年度会計報告

（収入の部）

（支出の部）

収入済 877,061円 － 支出済 0円 ＝ 差引 877,061円

残金 877,061円は次年度に繰り越します。

※ 販売数 889冊

残部数 233冊

監査報告書

2021年度倉吉市人権教育研究会一般会計及び「解放をめざして第２集 倉吉市同和教育研究会

30年のあゆみ」会計の収支状況について、厳重に審査をした結果、関係帳簿並びに証憑書類とも

に正確に経理され、適正に執行されていることを認めました。

2022年３月31日

倉吉市人権教育研究会

会長 相見 槻子 様

費 目 収入済額 備考

１ 販売代金 0 0冊

２ 繰越金 877,053 前年度から繰越

３ 雑収入 8 利息

合 計 877,061

費 目 収入済額 備考

１ 販売代金

合 計 0

監 事

監 事
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議案第１号

2022年度基調提案について

倉吉市人権教育研究会規約第13条第７号の規定により、2022年度基調提案について、次のとお

り決議を求める。

記

2022年度基調提案

１ はじめに

1922（大正11）年３月３日、京都の岡崎公会堂で全国水平社が創立され、創立大会で採択さ

れた宣言（以下、「水平社宣言」という。）の最後に、「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と読み

上げられました。この言葉には、自由と平等を求め、すべての人が差別を受けることなく、人

間が人間らしく暮らしていける社会の実現を願う気持ちが込められています。この宣言は、日

本初の人権宣言と言われ、社会のあらゆる人権課題の克服に向けた原点となってきています。

この水平社宣言の100周年を記念する節目の今年に、差別されてきた人々の思いや願いに寄り

添いながら本会の第54回総会が開催できることは、本市の人権尊重のまちづくりへ向けて、大

変意義のある総会と言えます。

2022（令和４）年２月24日に、ロシアのウクライナ侵攻という国際秩序を崩壊させる事象が

突然に発生しました。報道によると、現地の状況は泥沼化しており、ウクライナ各地では、今

なお、多くの両軍の兵士、一般市民の命が無差別に奪われ、軍事施設のみならず、一般住家に

至るまで無差別に建物が破壊されるなど、地球上で最も許されない人権侵害が行われています。

この事態をきっかけに、改めて戦争と人権問題について考えるとともに、私たちがこれまで大

切にしてきた「行動化」が問われています。

また、新型コロナウイルス感染症が収束しない中、我が国では国民の命と健康と生活を守る

取組と同時に経済再生を図る対策を継続して講じていくことが課題となっています。国内外で

新型コロナウイルスに感染した人やその家族、治療にあたった病院関係者、外国人の方などに

対しての誤った情報や認識に基づく不当な差別・偏見・いじめの発生、コロナ禍でのＤＶや生

活困窮者の増加などが大きな社会問題として、今なお続いています。

一方、2015（平成27）年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

には、2015年から2030年の15年間で国際社会が解決すべき課題が掲げられています。その前文

には「誰一人取り残さないことを誓う」と謳われ、人権尊重の考え方が基本となっていますが、

こうした昨今の緊急事態下における不当な差別事案に直面したとき、まさに世界の一人ひとり

が自分の問題として考え、行動を起こすことが求められています。

このような中、私たちは、普遍的人権を尊重する社会の実現に向けて、行政、企業、認定こ

ども園・保育園、学校、地域、家庭等において、あらゆる人権問題の解決のための人権教育・

啓発活動に積極的に取り組まなければなりません。
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２ 本市の人権施策の推進・充実に向けて

倉吉市では、1969（昭和44）年の「同和対策事業特別措置法」が施行されてから、同和問題

の解決を市政の重要課題とし、1989（平成元）年１月に「人権尊重都市宣言」を採択し、1994

（平成６）年に「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」を施行しました。この

条例を具体化するため1996（平成８）年には「倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」を策

定し、あらゆる差別の解消に向けた諸施策を積極的に推進してきました。

その間、2005（平成17）年４月には「倉吉市男女共同参画推進条例」及び「倉吉市高齢者虐

待防止条例」が施行され、同年５月には「倉吉市個人情報保護条例」、11月には「倉吉市落書き

の防止に関する条例」が施行されるなど、差別解消に向けた諸施策が展開されています。

そして、今日の社会情勢や新たな人権課題へ対応するため、倉吉市人権教育研究会をはじめ、

様々な団体の要請を受け、2010（平成22）年４月に「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をな

くする条例」の一部改正が行われました。主な改正点としては、市の責務を人権の擁護及び救

済の取組に努めること、また、市民の責務として差別及び差別行為を助長する行為をなくする

ために行動するよう努めることとされました。

2011（平成23）年10月には、倉吉市に部落解放同盟倉吉市協議会、倉吉市精神障がい者家族

会、高齢社会をよくする会くらよし及び在日本大韓民国民団倉吉分団の５団体で「戸籍等の不

正取得防止制度について」の要請を行い、これに対応するため、2012（平成24）年４月に「登

録型本人通知制度」が制度化されるなど、本市の人権施策の推進及び充実に向けた様々な取組

を行っています。

2021（令和３）年３月には、「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」として、2021

（令和３）年度から2025（令和７）年度までの倉吉市の人権施策の計画が示され、「お互いを認

め合い、安心してくらせる人権尊重のまちづくり」を基本理念とし、「人権教育・同和教育の推

進」、「人権啓発の推進」及び「相談・支援体制の充実」という３つの推進方針が示されました。

また、重要目標達成指標を取り入れるなど、客観的な施策成果を分析する仕組みが取り入れら

れました。

また、同年９月には、「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画アクションプラン」が

策定され、当該計画の３つの推進方針を実現するための具体的な事業を定め、それぞれに重要

業績評価指標を設定し、当該事業の進捗管理と評価を行うため、倉吉市人権施策推進連絡会議

を立ち上げ、縦割りにとらわれない、横断的な推進体制を構築するなど、市の人権施策のさら

なる推進及び充実が実現しつつあります。

３ 倉吉市人権教育研究会の歩みと課題

本会は、「倉吉市同和教育研究会」として1970(昭和45)年に「部落の完全解放の教育創造」を

目標に掲げ、54名の会員により発足しました。その後、1986（昭和61）年以降に５つの専門委

員会を組織し、部落差別の解消を目指す研究を深め、市民一人ひとりに同和問題についての正

しい認識を深める実践活動を推進してきました。1983（昭和58）年には、これまでの活動の記

録をまとめた「解放をめざして第１集」を発刊し、2007（平成19）年には第２集を発刊してい

ます。

1993（平成５）年には、活動の活性化をめざし、第１次前期目標(1993～1996年度)を策定し、
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以後、社会的状況の変化を対応するため、計画の見直しを行いながら様々な活動を積み重ねて

います。

2015（平成27）年には、活動内容を充実し、発展させるために、会の名称を「倉吉市人権教

育研究会」に改め、規約の目的に「人権が尊重される社会の実現をめざし、同和教育を人権教

育の重要な柱として位置づけ、部落差別をはじめあらゆる差別を解消するための人権教育の研

究・実践活動を行うことを目的とする。」と明記しました。同和教育は、憲法で保障された基本

的人権に係わる課題である同和問題の解決を中心課題とし、部落差別の現実から深く学び、一

人ひとりの生き方や社会のあり様を見つめ直すことで、暮らしの中にある様々な人権問題に気

づき、それを解決していく取組へと発展してきた教育です。今日では、同和教育の中で私たち

が培ってきた人権意識を土台として、男女、障がいのある人、子ども、高齢者、外国にルーツ

を持つ人に関する人権など、様々な問題が提起されており、近年では、性的マイノリティの人

権問題もこれに加えられるなど、人々の人権意識の変革にともなって、取り上げられる課題も

増え、人権に関する教育をめぐる状況も変化しています。そのため、本会でも、人権教育や人

権擁護、人権政策を取り巻く国内外の社会状況の変化、国際化、情報化、急速な高齢化、そし

て格差社会の進行という社会の変化への対応が求められており、会員意識の高揚、各専門委員

会の活動の活性化が課題となっています。

４ 第４次前期目標

現在、我々を取り巻く様々な人権課題に対応するため、2021（令和３）年度、第４次前期目

標を策定しました。当該目標は、「自己実現が追求できる社会の実現」、「共生社会の実現」、「差

別の解消と人権救済の確立」及び「行政との協働」を本会のミッションとし、私たちは「部落

差別の現実から深く学ぶ」という基本姿勢に立ち、新たな課題を克服しながら差別をなくする

営みを自らの課題とし、人権教育・啓発を推進する市民組織として人権尊重社会の実現を目指

すものです。

また、前期目標としては「人権を尊重する社会の実現をめざし、同和教育で培われてきた原

則を人権教育の基底に位置づけ、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決のための人権教育

の研究実践並びに人権啓発を推進する」こととし、すべての人の人権確立に向けた提言や市民

運動を展開し、人権教育及び人権擁護を推進する諸機関・団体等と密接な連携を図りながら、

第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」を踏まえ、行政と協働し、「人権尊重のまち倉

吉」の実現を推進します。

また、人権教育及び人権擁護を推進する諸機関・団体等と密接な連携を図り、協働して教育・

啓発活動を行い、会員参画による同和問題の実態調査等の実施や各種の学習資料及び情報の提

供、研修会等の開催に努め、会員意識の高揚と組織の拡大を図ることとします。

５ 本年度の活動の重点項目

本会が結成されて以来50年を数える歴史と伝統、人権教育、啓発活動のノウハウを踏まえ、

本年度は第４次前期目標に基づき、次のとおり本年度の活動の重点項目とします。

(１) 部落解放・人権確立に向けた提言及び市民運動を推進する。

(２) 「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」の推進についてモニターする。
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(３) 人権教育・人権擁護を推進する機関・団体等と協働して、人権・同和問題意識調査の結

果を踏まえ、市民の人権意識の高揚に努める。

(４) 会員参画による同和問題の実態調査等の実施や専門委員会の活動及び各種事業の充実を

図る。

(５) 本会の運営並びに活動を点検し、組織運営の改善を図るとともに、会員意識の高揚に努

める。

(６) 新型コロナ対策を推進する。

以上により、本会は会員参画による活動の充実、行政をはじめ各機関・団体との連携・協働

を進め、本会の活動を全市民的なものにしていくことを確認し合い、基調提案とします。
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議案第２号

2022年度会費の額について

倉吉市人権教育研究会規約第13条第２号の規定により、2022年度会費の額について、次のとお

り決議を求める。

記

１ 会費の額 一人年額 1,000円
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議案第３号

2022年度事業計画及び収支予算について

倉吉市人権教育研究会規約第13条第６号の規定により、2022年度事業計画及び収支予算につい

て次のとおり決議を求める。

記

2022年度 事業計画

１ 活動の目標

(１) 部落解放・人権政策確立へ向けての市民活動を推進する。

(２) 倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の啓発に努める。

(３) 第４次前期目標を推進する（期間2021年度～2025年度）

(４) 第６次あらゆる差別をなくする総合計画を推進し、モニター活動を行う

(５) 各専門委員会の役割を明確にし、活動の強化と各種事業の充実に努め、会員の意識の高

揚を図り、会員増加に力を入れ、組織拡大に努める。

(６) 関係機関、団体等と連携を図るとともに、広く市民の人権意識の高揚に努める。

(７) 第47回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会に協力する。

２ 会員の活動

(１) 倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の周知

(２) 会員対象の講演会及び研修会の実施

(３) 現地研修会及び先進地視察の実施

(４) 中学校区人権（同和）教育研究会研究発表会の実施

ア 2022年度指定校 久米中校区

※ローテーション 久米中校区→西中校区→鴨川中校区→河北中校区→東中校区

(５) 市民啓発パンフレット、会報誌、啓発ワッペン、啓発資料等の作成

(６) 「解放をめざして第２集 倉吉市同和教育30年のあゆみ」の活用

(７) 各種講演会・研修会への参加

ア 第46回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会 鳥取市 ８月３日（水）

イ 第41回全国在日外国人教育研究集会・鳥取大会 米子市 ８月７日（日）～９日（火）

ウ 部落解放研究第50回倉吉市集会 倉吉未来中心 ９月17日（土）

エ 日本女性会議2022 in 鳥取くらよし 倉吉市 10月28日（金）～30日（日）

オ 第74回全国人権･同和教育研究大会 奈良県奈良市 11月26日（土）～27日（日）

カ 部落解放研究第55回全国集会 米子市 11月15日（火）～16日（水）

キ 第46回倉吉市部落解放文化祭 倉吉未来中心 ２月10日（金）～12日（日）
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３ 専門部会の活動

(１) 企画運営委員会

ア 部落解放・人権確立に向けた市民啓発

(ア) 人権救済・人権擁護の確立

(イ) インターネット上の公開情報（差別情報への対応）

イ 人権施策に関わる「市条例」の具体化のための市民啓発と関係機関・団体等との連携に

よる行政への要請活動

(ア) 人権擁護施策の具体化

(イ) 人権・同和問題意識調査研究

ウ 「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」推進のモニター活動の実施

(ア) 「人権尊重のまち倉吉を考える懇談会」の実施

エ 各専門委員会との連携と調整

(ア) 派遣研修の実施

(イ) 学習資料、情報提供

(ウ) 各種研修会等の合同開催

(エ) 実態調査等（現地研修）の実施

オ 会員研修会の開催

(ア) 地区推進組織との連携

(イ) 県外視察研修会の実施

カ 会員意識の高揚と組織拡大の取り組み

(ア) Ｗｅｂサイトの更新、充実

(イ) 組織運営の検討及び活動の評価

キ 新型コロナ差別・人権侵害の解消

(２) 教育活動委員会

ア 同和教育の理念と教訓を踏まえた人権保育・人権教育の活動内容指導実践の研究

(ア) 部落問題学習をはじめ様々な人権問題を自分事にするために。

(イ) 「人権教育研究」事業の推進

イ 就学前、学校・家庭・地域社会における人権教育のあり方（自己実現が追求できる社会

づくり）、方法の研究

(イ) 生活の中にある問題を人権の視点で考え課題解決への研究をする。

ウ 「令和元年度人権・同和問題に関する市民意識調査」の結果を踏まえ、そこから見出し

た課題をテーマに講演会または研修会の開催を検討

エ 「日本女性会議2022 in 鳥取くらよし」の開催に協力

(３) 調査広報委員会

ア 部落解放・人権政策確立に向けた広報の実施

イ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」、「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」のモニター結果の公表
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ウ 会報誌「解放をめざして」の発行と内容の充実

エ 専門委員研修の実施

オ 新型コロナウイルス感染症拡大防止における人権問題の啓発

カ 取材活動

(４) 市民活動委員会

ア 市民啓発のための実践と課題

(ア) 啓発物品の作成する。

(イ) 啓発ワッペンの作成する。

イ 委員会活動の充実

(ア) 定例会、役員会の開催する。

(イ) 各種研究集会、講演会、学習会、啓発活動への積極的参加する。

(ウ) 各地区同和教育研究会（推進協議会）会との関わり方について検討する。

(５) 企業活動委員会

ア 三者合同研修会等での関係機関・団体との連携と情報共有

イ 委員による事例発表・視察等委員研修の充実

ウ 企業内の研修、人材育成につながる委員会活動の実施

エ あらゆるライフステージでの切れ間のない人権教育の提供の場としての活動の実施

オ 多様な人材の雇用確保への理解を深める研修の実施

カ 企業・団体内での会員拡大

キ 新型コロナウイルス感染症等に関しての人権学習の実施

ク 「日本女性会議2022 in 鳥取くらよし」の開催に協力する。三者合同研修会等での関係

機関・団体との連携と情報共有
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2022年度 一般会計収支予算

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

費目
本年度予算額

ａ

前年度予算額

ｂ

増減

ａ－ｂ
備考

１ 委託料 398,000 590,000 ▲192,000 市委託料

２ 会費 900,000 900,000 0 1,000円×900人

３ 繰越金 946,672 794,515 152,157 前年度繰越金

４ 雑収入 328 485 ▲157 預金利息ほか

 合 計 2,245,000 2,285,000 ▲40,000

費目
本年度予算額

ａ

前年度予算額

ｂ

増減

ａ－ｂ
備考

１ 事業費 1,690,000 1,706,000 ▲16,000

(１) 企画運営費 50,000 100,000 ▲50,000 研修会開催 50,000

(２) 教育活動費 120,000 120,000 0 研修会開催 120,000

(３) 調査広報費 230,000 230,000 0 「解放をめざして」№128､№129
230,000

(４) 市民活動費 560,000 560,000 0 啓発物品の作成等 180,000

入会特典（会員配布） 130,000

啓発ワッペン 200,000

街頭啓発物品 50,000

(５) 企業活動費 50,000 0 50,000 研修会開催 50,000

(６) 指定研究費 120,000 120,000 0 久米中学校区同和教育研究協議会
120,000

(７) 研修費 370,000 370,000 0 総会講演会講師謝金ほか70,000
会員研修会講師謝金ほか 150,000

会員視察研修費（県外） 150,000

(８) 研修派遣費 190,000 206,000 ▲16,000 日本女性会議2022 in 鳥取くらよし
60,000

人権尊重社会を実現する鳥取県

研究集会（鳥取市） 15,000

全国在日外国人教育研究集会

（米子市） 6,000

部落解放研究全国集会（米子市）

50,000

全国人権・同和教育研究大会

（奈良市） 59,000

２ 会議費 255,000 255,000 0

(１) 総会費 100,000 100,000 0 消耗品費、印刷製本費、会場借上料ほか

(２) 役員会費 30,000 30,000 0 役員会

(３) 専門委員

会費

125,000 125,000 0 専門委員会各種会議ほか65,000
専門委員会旅費 60,000

３ 負担金 111,000 111,000 0 県人権教育推進協議会会費

４ 事務局費 157,000 157,000 0 消耗品費、通信運搬費ほか

５ 雑費 5,000 5,000 0

６ 予備費 27,000 51,000 ▲24,000

合 計 2,245,000 2,285,000 ▲40,000
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議案第４号

名誉会長、会長、副会長及び監事の選考について

2020年度～2021年度の名誉会長、会長、副会長及び監事の任期が満了するに伴い、2022年度～

2023年度会長等の選考委員会（委員については、次頁参照）を2022年４月28日（木）に実施した

結果、その候補者を選考したので、倉吉市人権教育研究会規約第８条第１項、第11条及び第13条

第３号並びに第４号の規定により、次のとおり決議を求める。

記

任期：2022年４月１日から

2024年３月31日まで

職名 2021年度 2022年度～2023年度

名誉会長
宇山 眞

森本 満喜夫

宇山 眞

森本 満喜夫

相見 槻子

会長 相見 槻子 岩間 隆二

副会長

中江 雅文

（部落解放同盟）

中江 雅文

（部落解放同盟）

髙垣 知博

（中部地区高等学校同和教育研究会）

河本 達志

（中部地区高等学校同和教育研究会）

和田 一進

（小学校校長会）

加嶋 慎一

（中学校校長会）

美舩 誠

（倉吉市生活産業部長）

谷田 富穂

（倉吉市生活産業部長）

横濵 純一

（私立認定こども園協会）

村岡 亜樹

（倉吉市保育園長会）

岩間 隆二

（地区人権同和教育研究会）

河﨑 紀子

（地区人権同和教育研究会）

山本 昭

（企業）

山本 昭

（企業）

監事

小谷 清美

（中学校校長会）

園 博行

（小学校校長会）

米田 美奈子

（倉吉市保育園長会）

小林 研志

（私立認定こども園協会）
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役員選考会委員

１ 開催日 2022年４月28日（木）午後４時30分から午後４時40分まで

２ 開催場所 倉吉市役所第２庁舎301会議室

３ 選考委員

No. 氏名 所属 備考

１ 米田 美奈子 園長 高城保育園 就学前教育・保育代表

２ 米原 顕 会長 上灘地区人権教育研究会 地区人権・同和教育代表

３ 松本 憲吾 駅長 JR西日本 倉吉駅 企業代表

４ 松井 幸伸 館長 灘手地区コミュニティセンター 各地区コミュニティセンター代表
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倉吉市人権教育研究会第４次前期目標（2021～2025年度）（案）

１ 本会のミッション

(１) 自己実現が追求できる社会の実現 (２) 共生社会の実現 (３)差別実態の解消と人権救済の確立 (４)行政との協働

前
期
目
標

人権を尊重する社会の実現をめざし、同和教育で培われてきた原則を人権教育の基底に位置づけ、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決のための人権教育の研究実践並びに

人権啓発を推進する。

１ すべての人の人権確立に向けた提言や市民運動を展開する。 ３ 人権教育及び人権擁護を推進する諸機関・団体等と密接な連携を図り、協働して教

育・啓発活動を行う。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」をふまえ、行政と協働し、「人権

尊重のまち倉吉」の実現を推進する。

４ 会員参画による同和問題の実態調査等の実施や各種の学習資料及び情報の提供、研修

会等の開催に努め、会員意識の高揚と組織の拡大を図る。

年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

具
体
的
活
動

前期目標の確認と推進 前期目標の確認と推進 前期目標の確認と推進 前期目標の確認と推進 次期後期目標についての検討

１ 部落解放・人権確立に向けた

提言及び市民運動を推進する。

１ 部落解放・人権確立に向けた

提言及び市民運動を推進する。

１ 部落解放・人権確立に向けた

提言及び市民運動を推進する。

１ 部落解放・人権確立に向けた

提言及び市民運動を推進する。

１ 部落解放・人権確立に向けた

提言及び市民運動を推進する。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の推進に

ついてモニターする。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の推進に

ついてモニターする。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の推進に

ついてモニターする。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の推進に

ついてモニターする。

２ 「第６次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の推進及

び進捗結果についてモニターす

る。

３ 人権教育・人権擁護を推進す

る機関・団体等と協働して、人

権・同和問題意識調査を踏ま

え、市民の人権意識の高揚に努

める。

３ 人権教育・人権擁護を推進す

る機関・団体等と協働して、人

権・同和問題意識調査を踏ま

え、市民の人権意識の高揚に努

める。

３ 人権教育・人権擁護を推進す

る機関・団体等と協働して「人

権尊重のまち倉吉を考える懇談

会」を開催する。

３ 人権教育・人権擁護を推進す

る機関・団体等と協働して「人

権尊重のまち倉吉を考える懇談

会」を開催する。

３ 人権教育・人権擁護を推進す

る機関・団体等と協働して「人

権尊重のまち倉吉を考える懇談

会」を開催する。

４ 会員参画による同和問題の実

態調査等の実施や専門委員会の

活動及び各種事業の充実を図

る。

４ 会員参画による同和問題の実

態調査等の実施や専門委員会の

活動及び各種事業の充実を図る

。

４ 同和問題の現状を踏まえ、会

員参画による「人権教育研究」

事業の開催準備及び各種事業の

充実を図る。

４ 同和問題の現状を踏まえ、会

員参画による「人権教育研究」

事業の開催及び各種事業の充実

を図る。

４ 同和問題の現状を踏まえ、会

員参画による「人権教育研究」

事業の開催及び各種事業の充実

を図る。

５ 市人研の運営並びに活動を評

価し、組織運営の改善を図ると

ともに、会員意識の高揚に努め

る。

５ 市人研の運営並びに活動を評

価し、組織運営の改善を図ると

ともに、会員意識の高揚に努め

る。

５ 市人研の運営並びに活動を評

価し、組織運営の改善を図ると

ともに、会員主体による地域活

動を推進する。

５ 市人研の運営並びに活動を評

価し、組織運営の確立を図り、

会員主体による地域活動を推進

する。

５ 市人研の運営並びに活動を評

価し、組織運営の確立を図り、

会員主体による地域活動を推進

する。

６ 新型コロナ対策について ６ 「日本女性会議2022in鳥取く

らよし」の開催に協力する。

６ 「人権尊重社会を実現する鳥

取県研究集会」の開催に協力す

る。

６ 「第７次倉吉市あらゆる差別

をなくする総合計画」の策定状

況についてモニターする。

７ 新型コロナ対策について
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２ 企画運営委員会

事業計画の検討、実施(2021年度) 事業計画の検討、実施(2022年度) 事業計画の検討、実施(2023年度) 事業計画の検討、実施(2024年度)
事業計画の検討、実施及び

第４次後期目標の策定(2025年度)

１ 部落解放・人権確立に向けた市

民啓発

・「人権教育研究」事業の準備

・人権救済・人権擁護の確立

・インターネット上の公開情報

１ 部落解放・人権確立に向けた市

民啓発

・「人権教育研究」事業の準備

・人権救済・人権擁護の確立

・インターネット上の公開情報

１ 部落解放・人権確立に向けた市

民啓発

・「人権教育研究」事業の準備

・人権救済・人権擁護の確立

・インターネット上の公開情報

１ 部落解放・人権確立に向けた市

民啓発

・「人権教育研究」事業の開催

・人権救済・人権擁護の確立

・インターネット上の公開情報

１ 部落解放・人権確立に向けた市

民啓発

・「人権教育研究」事業の開催

・人権救済・人権擁護の確立

・インターネット上の公開情報

２ 人権施策に関わる「市条例」の

具体化のための市民啓発と関係機

関

・団体等との連携による行政へ

の要請活動

・人権擁護施策の具体化

・人権・同和問題意識調査研究

２ 人権施策に関わる「市条例」の

具体化のための市民啓発と関係機

関・団体等との連携による行政へ

の要請活動

・人権擁護施策の具体化

・人権・同和問題意識調査研究

２ 人権施策に関わる「市条例」の

具体化のための市民啓発と関係機

関・団体等との連携による行政へ

の要請活動

・人権擁護施策の具体化

・人権・同和問題意識調査研究

２ 人権施策に関わる「市条例」

の具体化のための市民啓発と関係

機関・団体等との連携による行政

への要請活動

・人権擁護施策の具体化

・人権・同和問題意識調査研究

２ 人権施策に関わる「市条例」の

具体化のための市民啓発と関係機

関・団体等との連携による行政へ

の要請活動

・人権擁護施策の具体化

・人権・同和問題意識調査研究

３ 「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」推進のモニタ

ー活動の実施

・「人権尊重のまち倉吉を考える

懇談会」の検討

３ 「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」推進のモニタ

ー活動の実施

・「人権尊重のまち倉吉を考える

懇談会」の検討

３ 「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」推進のモニタ

ー活動の実施

・「人権尊重のまち倉吉を考える

懇談会」の開催

３ 「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」推進のモニタ

ー活動の実施

・「人権尊重のまち倉吉を考える

懇談会」の開催

３ 「第６次倉吉市あらゆる差別を

なくする総合計画」推進及び進捗

結果のモニター活動の実施

・「人権尊重のまち倉吉を考える

懇談会」の開催

４ 各専門委員会との連携と調整

・派遣研修の実施

・学習資料、情報提供

・各種研修会等の合同開催

・実態調査等（現地研修）の実

施

４ 各専門委員会との連携と調整

・派遣研修の実施

・学習資料、情報提供

・各種研修会等の合同開催

・実態調査等（現地研修）の実

施

４ 各専門委員会との連携と調整

・派遣研修の実施

・学習資料、情報提供

・各種研修会等の合同開催

・実態調査等（現地研修）の実

施

４ 各専門委員会との連携と調整

・派遣研修の実施

・学習資料、情報提供

・各種研修会等の合同開催

・実態調査等（現地研修）の実

施

４ 各専門委員会との連携と調整

・派遣研修の実施

・学習資料、情報提供

・各種研修会等の合同開催

・実態調査等（現地研修）の実

施

５ 会員研修会の開催

・地区推進組織との連携

５ 会員研修会の開催

・地区推進組織との連携

・「日本女性会議2022in鳥取くら

よし」の開催に協力する。

５ 会員研修会の開催

・地区推進組織との連携

５ 会員研修会の開催

・地区推進組織との連携

５ 会員研修会の開催

・地区推進組織との連携

６ 会員意識の高揚と組織拡大の取

り組み

・ＨＰの更新、充実

・組織運営の検討及び活動の評

価

６ 会員意識の高揚と組織拡大の取

り組み

・ＨＰの更新、充実

・組織運営の検討及び活動の評

価

６ 会員意識の高揚と組織拡大の取

り組み

・ＨＰの更新、充実

・組織運営の確立及び活動の評

価

６ 会員意識の高揚と組織拡大 の

取り組み

・ＨＰの更新、充実

・組織運営の確立及び活動の評

価

６ 会員意識の高揚と組織拡大の取

り組み

・ＨＰの更新、充実

・組織運営の確立及び活動の評

価

７ 新型コロナ差別・人権侵害の

解消

７ 新型コロナ差別・人権侵害の

解消

７ 「人権尊重社会を実現する鳥

取県研究集会」の開催に協力す

る
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３ 教育活動委員会

４ 調査広報委員会

事業計画の検討、実施(2021年度) 事業計画の検討、実施(2022年度) 事業計画の検討、実施(2023年度) 事業計画の検討、実施(2024年度)
事業計画の検討、実施及び

第４次後期目標の策定(2025年度)
１ 同和教育の理念と教訓を踏ま

えた人権教育の活動内容、指導

実践の研究

１ 同和教育の理念と教訓を踏ま

えた人権教育の活動内容、指導

実践の研究

１ 同和教育の理念と教訓を踏ま

えた人権教育の活動内容、指導

実践の研究

１ 同和教育の理念と教訓を踏ま

えた人権教育の活動内容、指導

実践の研究

１ 同和教育の理念と教訓を踏まえ

た人権教育の活動内容、指導実践

の研究

２ 就学前教育、学校教育、社会

教育における人権教育のあり方

（自己実現が追求できる社会づ

くり）、方法の研究

２ 就学前教育、学校教育、社会

教育における人権教育のあり方

（自己実現が追求できる社会づ

くり）、方法の研究

２ 就学前教育、学校教育、社会

教育における人権教育のあり方

（自己実現が追求できる社会づ

くり）、方法の研究

２ 就学前教育、学校教育、社会

教育における人権教育のあり方

（自己実現が追求できる社会づ

くり）、方法の研究

２ 就学前教育、学校教育、社会教

育における人権教育のあり方（自

己実現が追求できる社会づくり）

、方法の研究

３ 学習資料・啓発用パンフレッ

トの作成と発行

３ 学習資料・啓発用パンフレッ

トの作成と発行

３ 学習資料・啓発用パンフレッ

トの作成と発行

３ 学習資料・啓発用パンフレッ

トの作成と発行

３ 学習資料・啓発用パンフレット

の作成と発行

４ 「日本女性会議2022in鳥取く

らよし」の開催に協力する。

４ 「人権尊重社会を実現する鳥

取県研究集会」の開催に協力す

る。

事業計画の検討、実施(2021年度) 事業計画の検討、実施(2022年度) 事業計画の検討、実施(2023年度) 事業計画の検討、実施(2024年度)
事業計画の検討、実施及び

第４次後期目標の策定(2025年度)

１ 部落解放・人権政策確立に向け

た広報の実施

１ 部落解放・人権政策確立に向け

た広報

１ 部落解放・人権政策確立に向け

た広報

１ 部落解放・人権政策確立に向

けた広報

１ 部落解放・人権政策確立に向

けた広報

２ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくする条例」、「第６次

倉吉市あらゆる差別をなくする

総合計画」のモニター結果の公表

２ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくする条例」、「第６次

倉吉市あらゆる差別をなくする

総合計画」のモニター結果の公表

２ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくする条例」、「第６次

倉吉市あらゆる差別をなくする

総合計画」のモニター結果の公表

２ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくする条例」、「第６次

倉吉市あらゆる差別をなくする

総合計画」のモニター結果の公表

２ 「倉吉市部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくする条例」、「第６次

倉吉市あらゆる差別をなくする

総合計画」の推進及び進捗状況の

モニター結果の公表

３ 会報誌「解放をめざして」の発

行と内容の充実

３ 会報誌「解放をめざして」の発

行と内容の充実

３ 会報誌「解放をめざして」の発

行と内容の充実

３ 会報誌「解放をめざして」の発

行と内容の充実

３ 会報誌「解放をめざして」の発

行と内容の充実

４ 専門委員研修の実施 ４ 専門委員研修の実施 ４ 専門委員研修の実施 ４ 専門委員研修の実施 ４ 専門委員研修の実施

５ 新型コロナウイルス感染症拡

大防止における人権問題の啓発

５ 新型コロナウイルス感染症等

の人権啓発の継続

５ 新型コロナウイルス感染症等

の人権啓発の振り返り

５ 「第７次あらゆる差別をなくす

る総合計画」の策定状況について

モニターする。

６ 「日本女性会議2022in鳥取くら

よし」の開催に協力する。
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５ 市民活動委員会

６ 企業活動委員会

事業計画の検討、実施(2021年度) 事業計画の検討、実施(2022年度) 事業計画の検討、実施(2023年度) 事業計画の検討、実施(2024年度) 事業計画の検討、実施及び

第４次後期目標の策定(2025年度)
１ 市民啓発のための実践と研究

・身近な人権問題についての啓

発資料作成

・啓発資料（くらよし）No.16発

行

・啓発ワッペン作成

１ 市民啓発のための実践と研究

・身近な人権問題についての啓

発資料作成

・啓発ワッペン・啓発物品作成

１ 市民啓発のための実践と研究

・身近な人権問題についての啓

発資料作成

・啓発資料（くらよし）No.17発

行

・啓発ワッペン・啓発物品作成

１ 市民啓発のための実践と研究

・身近な人権問題についての啓

発資料作成

・啓発ワッペン作成

１ 市民啓発のための実践と研究

・身近な人権問題についての啓

発資料作成

・啓発資料（くらよし）No.18発

行

・啓発ワッペン作成

２ 委員会活動の充実

・研修会（視察研修）等

２ 委員会活動の充実

・研修会（視察研修）等

２ 委員会活動の充実

・研修会（視察研修）等

２ 委員会活動の充実

・研修会（視察研修）等

２ 委員会活動の充実

・研修会（視察研修）等

３ 「人権尊重社会を実現する鳥取

県研究集会」の開催に協力する。

事業計画の検討、実施(2021年度) 事業計画の検討、実施(2022年度) 事業計画の検討、実施(2023年度) 事業計画の検討、実施(2024年度) 事業計画の検討、実施及び

第４次後期目標の策定(2025年度)
１ 事業計画の検討、実施

・三者合同研修会等での関係機

関・団体との連携と情報共

有。

・委員による事例発表・視察等

委員研修の充実を図る。

・企業内の研修、人材育成につ

ながる委員会活動の実施。

・あらゆるライフステージでの

切れ目のない人権教育の提供

の場としての活動の実施。

・多様な人材の雇用確保への理

解を深める。

・企業・団体内での会員拡大を

図る。

・新型コロナウイルス感染症等

への対策について

１ 事業計画の検討、実施

・三者合同研修会等での関係機

関・団体との連携と情報共

有。

・委員による事例発表・視察等

委員研修の充実を図る。

・企業内の研修、人材育成につ

ながる委員会活動の実施。

・あらゆるライフステージでの

切れ目のない人権教育の提供

の場としての活動の実施。

・多様な人材の雇用確保への理

解を深める。

・企業・団体内での会員拡大を

図る。

・「日本女性会議2022in鳥取くら

よし」の開催に協力する。

１ 事業計画の検討、実施

・三者合同研修会等での関係機

関・団体との連携と情報共

有。

・委員による事例発表・視察等

委員研修の充実を図る。

・企業内の研修、人材育成につ

ながる委員会活動の実施。

・あらゆるライフステージでの

切れ目のない人権教育の提供

の場としての活動の実施。

・多様な人材雇用の確保への理

解を深める。

・企業・団体内での会員拡大を

図る。

１ 事業計画の検討、実施

・三者合同研修会等での関係機

関・団体との連携と情報共

有。

・委員による事例発表・視察等

委員研修の充実を図る。

・企業内の研修、人材育成につ

ながる委員会活動の実施。

・あらゆるライフステージでの

切れ目のない人権教育の提供

の場としての活動の実施。

・多様な人材の雇用確保への理

解を深める。

・企業・団体内での会員拡大を

図る。

・「人権尊重社会を実現する鳥取

県研究集会」への参画

１ 事業計画の検討、実施及び第

４次後期目標の策定

・三者合同研修会等での関係機

関・団体との連携と情報共

有。

・委員による事例発表・視察等

委員研修の充実を図る。

・企業内の研修、人材育成につ

ながる委員会活動の実施。

・あらゆるライフステージでの

切れ目のない人権教育の提供

の場としての活動の実施。

・多様な人材の雇用確保への理

解を深める。

・企業・団体内での会員拡大を

図る。
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倉吉市人権教育研究会の組織と活動内容

中学校区人権（同

和）教育研究協議会

連
携

協
力

行 政
各地区人権（同和）

教育研究会

提
言

連
携

協
力

専門委員会

企画運営委員会（活動全体の企画・推進）
「講演会・懇談会・研修会・シンポ・調整

・提言・他団体・組織との連携強調」

・活動内容、指導実践

の研究推進

・就学前、学校、社会、

行政の人権教育のあ

り方、方法の研究

具体的活動
・定例会、委員研修

・学習資料の作成

（就学前、学校、

社会、行政など）

・資料の収集と分析

・人権教育活動の進め

方の研究

・地域における人権教

育の推進

・認識を広げる実践活

動のあり方

・市民活動のあり方の

研究

具体的活動
・定例会、委員研修

・ステッカー、ワッペ

ン、ポスターの作成

・啓発方法の研究

（町内学習や団体グ

ループ活動）

・企業内における人権

教育の推進

・企業内の人権教育を

どのように進めるか

具体的方策の研究

具体的活動

・定例会、委員研修

・企業内研修の促進

・企業内研修の内容、

研修のあり方の研究

・諸調査の実践と広報

活動

・意識、実態調査に

よる会員意識把握

・広報による啓発活動

具体的活動
・定例会、委員研修

・会員意識の把握

・人権課題の実態把握

・広報誌の発行

・市人研のＰＲ

連

携

認定こども園

保育園

小学校

中学校

高校

コミニティセンター

同和教育推進員

各連絡協議会

連

携

部落解放

同盟他

倉吉市人権教育研究会

１ 目的

・部落の完全解放をはじめとするあらゆる差別解

消をめざす人権教育を進めるための研究を深

める。

・全市民に部落問題、人権問題について正しい知

識を広げるための実践活動を行う。

２ 会員

・任意加入（会員制） ・自己研修

・実践活動（地域、職場、家庭など）

役員会（会長・副会長・監事・事務局・各専門委員長）

教育活動委員会 市民活動委員会 企業活動委員会 調査広報委員会
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倉吉市人権教育研究会 2021年度 役員名簿

任期：2022年３月31日まで

職名 氏 名 備 考

名誉会長

（２人）

宇山 眞

森本 満喜夫

会長

（１人）
相見 槻子

副会長

（７人）

中江 雅文（部落解放同盟）

髙垣 知博

（中部地区高等学校同和教育研究会）

和田 一進（小学校校長会）

美舩 誠 （倉吉市生活産業部長）

横濵 純一（私立認定こども園協会）

岩間 隆二（地区人権同和教育研究会）

山本 昭 （企業）

監事

（２人）

小谷 清美（中学校校長会）

米田 美奈子（倉吉市保育園長会）
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倉吉市人権教育研究会

2020年度～2021年度 専門委員会委員名簿 2022年３月31日現在

凡例：◎委員長 ○副委員長 □幹事 ※事務局

№ 企画運営委員会 教育活動委員会 調査広報委員会 市民活動委員会 企業活動委員会

１ 松田 裕一 佐伯 孝代 大月 悦子 由井 洋之助 岡本 博文

２ 荒益 正信 田村 こずえ ○ 佐々木 利夫 ○ 渡邉 法子 佐々木 幹宗

３ 種子 真一 ◎ 山下 千之 増田 孝二 ○ 吉田 綱司 柴田 耕志

４ 舩木 敏晶 中村 恵子 亀本 恵美 牧田 皓司 ◎ 山本 昭

５ 生田 愿 牧田 元一 高木 康志 ◎ 秋久 正行 渡邉 眞二

６ 森 康雄 村岡 亜樹 岩森 邦彦 □ 小串 功 松本 憲吾

７ 中村 圭吾 吉良 洋美 尾西 寛 笠見 猛 立花 輝夫

８ 中尾 祐之 石賀 公子 椿 民江 石橋 直志 片山 知佳子

９ 森下 妙子 重道 加代子 ◎ 門原 広憲 田村 和歌子 中松 輝嘉

10 岡本 哲也 岩田 育子 福寿 健一 吉田 芽生

11 長谷川 稔 足達 佐恵子 ○ 石賀 大生 真山 裕子 長尾 智明

12 ◎ 前田 寿光 中島 佳乃 松本 美恵子 近藤 雅彦

13 ○ 岩間 隆二 秋田 憲一 黒川 良枝 松井 収 岡本 達也

14 ※ 藤井 拓也 中村 正樹 松井 徳之 相見 槻子

15 ※ 竹田 周平 阪本 美奈 井上 里香 ○ 大羽 千鶴 中尾 美千代

16 矢田 幸人 ○ 澤田 春美 □ 森 真希子 □ 佐本 美由喜

17 山﨑 綾美 □ 前田 郁恵 高橋 弘基 ○ 上口 俊一

18 ○ 秋藤 泰之 □ 亀村 わか奈 森 愛

19 前田 恵美 伊藤 早希

20 川本 晶子 □ 三谷 友理

21 □ 山﨑 昌子
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倉吉市人権教育研究会の歩み

1970（昭和45）年 ・倉吉市同和教育研究会発足

1972（昭和47）年 ・各地区公民館単位の同和教育研究会（推進協議会）結成

1973（昭和48）年 ・部落解放研究第１回倉吉市集会開催

1974（昭和49）年 ・市内全自治公民館単位の同和教育町内学習会の実施

1975（昭和50）年 ・中学校区同和教育研究協議会の結成

1976（昭和51）年 ・第１回部落解放文化祭開催、人権劇上演、市同研４専門委員会設置

1977（昭和52）年 ・倉吉市同和教育研究会会費入会制開始、同和教育推進員委嘱制度の実施

1984（昭和59）年 ・倉吉市同和教育研究会に企業活動委員会を設置し５専門委員会に拡大

1987（昭和62）年 ・第１回部落解放研究倉吉市婦人（女性）集会開催

1989（平成元）年 ・「人権尊重都市」宣言のまち倉吉

・“人ある限り人権を”のワッペン、啓発リボン着用啓発運動を展開

・“解放をめざして”の啓発会報20年間の縮刷版発行

1991（平成３）年 ・冊子"くらしに根ざして心あらたに”の発行

1992（平成４）年 ・部落解放研究第20回記念倉吉市集会開催

1993（平成５）年 ・倉吉市同和教育研究会中期目標の策定

・倉吉市同和教育研究会が教育功労団体として県教育委員会教育表彰を

受ける

1994（平成６）年 ・倉吉市同和教育研究会会員バッジの製作・配付

・倉吉市同和教育研究会として市長並びに市議会議長に対して「倉吉市部

落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」制定を要請

1995（平成７）年 ・第9回部落解放研究倉吉市女性集会を女性問題講演会・課題別分科会で

開催

1996（平成８）年 ・同和教育に関する意識調査の実施

・第22回部落解放文化祭芸能発表で人権啓発劇「心の道」上演

1997（平成９）年 ・倉吉市同和教育研究会の後期目標の策定

1998（平成10）年 ・啓発パンフレット「くらよし」（特集:同対事業）を発行

1999（平成11）年 ・同和教育に関する意識調査の実施

・啓発ステッカ－“育てよう人権の樹”の作成と配付

2000（平成12）年 ・「倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」についての啓発資料№４の

作成配布

2001（平成13）年 ・倉吉市同和教育研究会の第２次前期目標の策定

・第53回全国人権・同和教育研究大会第9分科会で市同研の取組みについ

て報告

・市民シンポジウムの開催

2002（平成14）年 ・倉吉市同和教育研究会発足30周年記念講演会

・部落解放研究第30回記念倉吉市集会開催

・「市同研のあゆみ」の編集委員会の設置と資料の収集

2003（平成15）年 ・新たな人権教育啓発等の課題に対応するため、生活環境部内に新設さ

れた「人権局」に事務局も移動

・倉吉市制50周年記念人権・同和問題シンポジウムが開催され、市同研会

員も多数参加

2004（平成16）年 ・第30回記念倉吉市部落解放文化祭が開催され、新倉吉市誕生を目前に30

年間の取り組みを検証し、新たな解放運動・人権教育・啓発の原動力と

し、「人権尊重のまち倉吉」を具現化するための取り組みとして、人権

劇「明日をつくる仲間」を30年ぶりにリバイバル上演するなどして大好

評
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2005（平成17）年 ・「市同研のあゆみ」編集委員会開催

2006（平成18）年 ・「市同研のあゆみ」編集委員会開催

2007（平成19）年 ・「解放をめざして」第２集倉吉市同和教育研究会30年のあゆみを発刊

2008（平成20）年 ・人権意識調査の準備

2010（平成22）年 ・第３次前期目標の策定

2011（平成23）年 ・戸籍等の不正取得防止制度について倉吉市へ要請行動

・戸籍等の不正取得防止施策の先進地視察（大阪府の取り組み）

・第１回人権政策懇談会の開催

2012（平成24）年 ・「本人通知制度」導入

・人権・同和問題に関する市民意識調査実施

2013（平成25）年 ・同和地区住民や障がいのある人を冒涜する差別落書き事象及び在日

コリアンの方を誹謗中傷する差別記載封筒投棄発見

・第３回人権尊重のまち倉吉を考える懇談会（名称変更）の開催

・倉吉市あらゆる差別をなくする審議会と意見交換会

2015（平成27）年 ・倉吉市同和教育研究会から倉吉市人権教育研究会に名称変更

2016（平成28）年 ・第３次後期目標の策定

・倉吉市役所に同和地区を問い合わせる差別事象が発生

・「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消法）が公布・施行

2017（平成29）年 ・「第５次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」一部改定

・倉吉市内の事業所内で部落差別発言事象が発生

2019（令和元）年 ・倉吉市人権教育研究会創立50年記念パネルディスカッション開催

・人権・同和問題に関する市民意識調査実施

・倉吉市役所に同和地区を問い合わせる差別事象が発生

2020（令和２）年 ・倉吉市内のＡＴＭ前で部落差別発言事象が発生

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため総会を書面決議で実施

・新型コロナウイルス感染症に関する倉吉市人権尊重宣言を発表

2021（令和３）年 ・「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画」策定

・第４次前期目標の策定

・「第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画アクションプラン」

策定
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倉吉市人権教育研究会規約

（名称及び事務局）

第１条 この会は、倉吉市人権教育研究会（以下

「市人研」という。）といい、事務局を倉吉市

生活産業部人権政策課内におく。

（目的）

第２条 市人研は、人権が尊重される社会の実

現をめざし、同和教育を人権教育の重要な柱

として位置づけ、部落差別をはじめあらゆる

差別を解消するための人権教育の研究・実践

活動を行うことを目的とする。

（事業）

第３条 市人研は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。

(１) 人権教育の具体的な学習内容の研究と、

これに必要な調査、並びに資料の収集、作成

及び提供

(２) 人権教育の実践方法の研究

(３) 会員相互の研修と実践の交流

(４) その他目的達成のために必要な事業

（会員）

第４条 市人研の会員は、第２条の目的に賛同

し、入会を希望する者並びに組織及び団体等

の推薦者をもって構成する。

（専門委員会）

第５条 次の各号に掲げる活動を積極的に推進

するため、専門委員会を設置する。

(１) 企画運営委員会 市人研の活動全体の

企画と推進

(２) 教育活動委員会 人権教育の内容や指

導実践の研究推進

(３) 調査広報委員会 人権教育に関する諸

調査の実施及び広報活動

(４) 市民活動委員会 地域における人権教

育の推進

(５) 企業活動委員会 企業内における人権

教育の推進

２ 専門委員は、会員の希望により会長が承認

した者及び会長の委嘱による。

３ 専門委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。

（支部）

第６条 地域及び団体等の会員は、効果的な活

動の推進をはかるため、それぞれに支部を置

くことができる。

２ 支部に、会員の互選により、支部長及び必要

とするその他の役員を置くことができる。

３ 第１項及び第２項により設置したときは、

会長に届け出て、承認を得なければならない。

（役員）

第７条 市人研に次の役員を置く。

(１) 会長 １人

(２) 副会長 若干人

(３) 監事 ２人

(４) 事務局長 １人

(５) 専門委員長 ５人

（役員の選任）

第８条 会長・副会長及び監事は、総会において

選任する。

２ 事務局長は、会長の委嘱とする。

３ 専門委員長は、専門委員の互選により選任

する。

（役員の任期）

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再

任を妨げない。補欠により就任した役員の任

期は、前任者の残任期間とする。

２ 役員は、任期満了後も後任者が就任するま

でその職務を行うものとする。

（役員の職務）

第10条 会長は、市人研を代表し、会務を総括す

る。２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故

あるときはその職務を代行する。

３ 監事は、市人研の会計を監査する。

４ 事務局長は、会長の命を受け、会の運営及び

事務を総括する。



資料６

32

５ 専門委員長は、専門委員会の企画及び運営

にあたる。

（名誉会長の推薦）

第11条 市人研に名誉会長をおくことができる。

名誉会長は総会において推薦し決定する。

（会議）

第12条 市人研の会議は、総会、役員会、専門委

員会及び支部長会とする。

２ 総会は、年１回とする。ただし、会長が必要

と認めたときは、臨時総会を開くことがきる。

３ 役員会及び支部長会は、会長が必要と認め

たとき、随時招集し、開催するものとする。

４ 専門委員会は、専門委員長が招集し開催す

るものとし、それぞれ担当事項について協議

する。

（総会の決議事項）

第13条 総会は、次の事項を決議する。

(１) 規約の改廃

(２) 会費の額

(３) 会長、副会長、監事の選任

(４) 名誉会長の推薦

(５) 事業報告及び収支決算

(６) 事業計画及び収支予算

(７) その他重要事項

（役員会の審議事項）

第14条 役員会は、次の事項を審議する。

(１) 総会に付議すべき事項

(２) その他会長において必要と認めた重要

な事項

（会費）

第15条 会費の額は、総会において決定する。

（経費）

第16条 市人研の経費は、会費、市の研究委託料

及びその他の収入をもってあてる。

（決算及び監査）

第17条 市人研の会計は、毎年４月10日までに

決算して、監事の監査を受けなければならな

い。

（会計年度）

第18条 市人研の会計年度は、毎年４月１日に

始まり、翌年の３月31日に終わる。

（委任）

第19条 規約に定めるもののほか、市人研に関

し、必要な事項は、別に会長が定める。

附 則

昭和45年７月10日 施行

昭和46年６月10日 一部改正

昭和47年６月９日 一部改正

昭和50年７月 一部改正

昭和51年７月 一部改正

昭和53年７月24日 一部改正

昭和55年６月７日 一部改正

昭和59年６月26日 改正

平成10年５月23日 一部改正

平成14年５月25日 一部改正

平成15年５月24日 一部改正

平成20年５月17日 一部改正

平成23年５月14日 一部改正

平成24年５月12日 一部改正

平成24年５月12日 一部改正

平成27年６月13日 改正

平成30年５月12日 一部改正

令和２年５月16日 一部改正
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倉吉市部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成６年倉吉市条例第20号

市は、「すべての国民が基本的人権を享有し、

法の下に平等であること」を保障している日本国

憲法と世界人権宣言の「すべての人間は、生まれ

ながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに

ついて平等である」とした理念を軸にして、平成

元年１月に人権尊重都市宣言をしました。その後、

全ての市民の幸せを保障する施策として、倉吉市

あらゆる差別をなくする総合計画を策定し、「人

権尊重のまち倉吉」の実現に向けた取り組みを進

めているところです。

しかし、いまだに予断と偏見が根強く現存する

部落差別をはじめ、障がいのある人、女性、アイ

ヌ民族、在住外国人、子ども、高齢者その他マイ

ノリティに対する多くの人権課題が残っており、

あらゆる差別をなくするために、幅広い人権啓発

活動及び人権擁護・救済・相談活動が求められて

います。市は、これらを踏まえ、差別を許さない

世論の形成や人権尊重の社会的環境の改善に努

め、生活向上と幸福を実現するためにこの条例を

制定します。

（目的）

第１条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、

あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵さ

れていることにかんがみ、法の下の平等を定め

た日本国憲法の精神にのっとり、全ての市民に

基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別

をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊

重都市の確立を図るとともに、差別のない住み

よい倉吉市の実現に寄与することを目的とす

る。

（市の責務）

第２条 市は、前条の目的を達成するため、必要

な施策を積極的に推進するとともに、行政のす

べての分野で市民一人ひとりの人権意識の高

揚に努めなければならない。

２ 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別が生

じたときは、人権の擁護及び救済の取り組みに

努めるものとする。

（市民等の責務）

第３条 市内に住所、生活若しくは活動の拠点を

置く者及び滞在者（以下「市民等」という。）

は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別

をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策

への協力に努めるものとする。

２ 市民等は、次に掲げる差別及び差別を助長す

る行為をしないようにするとともに、差別をな

くするために行動するよう努めるものとする。

(１) 門地、出生、障がい、疾病、性別、人種、

民族、信条、思想、宗教、国籍、年齢、言語、

社会的身分又は性的指向（以下「門地等」と

いう。）を理由に行う不当な排除、不当な制

限、虐待その他の不当な取扱

(２) 門地等を理由に行う不当な発言

(３) 門地等を理由に不当な取扱をすること

を助長し、又は誘発する目的で、情報を収集

し、又は公表する行為

(４) 門地等を理由に不当な取扱を行う意思

を示す行為

（事業者の責務）

第４条 市内で事業を営むものは、部落差別をは

じめ、あらゆる差別をなくするための施策に協

力するとともに、第１条の目的の達成に向け職

場での研修及び啓発活動を行うよう努めるも

のとする。

（施策の総合的かつ計画的推進）

第５条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別

をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の

充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、

教育文化の向上、人権擁護等の施策を、総合的

かつ計画的に策定しその推進に努めなければ

ならない。

（人権啓発活動の充実）
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第６条 市は、市民一人ひとりの人権意識の高揚

を図るため、啓発推進団体の支援、指導者の育

成等、関係団体との緊密な連携を図り、啓発事

業の充実に務め、部落差別をはじめ、あらゆる

差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社

会的環境の改善を促進しなければならない。

（実態調査等の充実）

第７条 市は、前２条の施策の策定及び推進のた

めに、必要に応じ実態調査を行うものとする。

２ 市長は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を

なくするための重要事項の調査にあたり、必要

に応じて倉吉市あらゆる差別をなくする審議

会の意見を聞くことができる。

（相談窓口の設置）

第８条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別

をなくするため、市民の人権に関する問題につ

いて相談に応じるための相談窓口を置き、次に

掲げる支援を行うものとする。

(１) 相談者への助言

(２) 国、県又は市町村が設置する相談機関

（人権に関する相談、助言、苦情処理等を専

門的に行う機関をいう。）その他の関係機関

と連携した相談者への支援

（推進体制の充実）

第９条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別

をなくする施策を効果的に推進するため、国・

県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充

実に努めなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成６年８月１日から施行する。

（倉吉市同和対策審議会条例の一部改正）

２ 倉吉市同和対策審議会条例（昭和57年倉吉市

条例第19号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条

例

第１条中「倉吉市同和対策審議会」を「倉吉市

あらゆる差別をなくする審議会」に改める。

第２条中「同和対策に関する事項」を「部落差

別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要

事項」に改める。

第３条第１項中「20人」を「25人」に改め、同

条第２項第２号中「３人以内」を「若干人」に改

め、同項第３号中「10人以内」を「若干人」に改

める。

第４条第２項中「任命された時における当該身

分を失った場合は」を「任命されたときの要件を

失ったときは」に改める。

第５条第３項中「又は会長が欠けたとき」を削

る。

（経過措置）

３ この条例施行の際、この条例による改正前の

倉吉市同和対策審議会条例（昭和57年倉吉市条

例第19号）第３条第２項の規定により委嘱又は

任命された委員である者の任期は、第４条第１

項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の

前日をもって満了するものとする。

附 則

この条例は、平成10年４月１日から施行する。

附 則

この条例は、平成22年４月１日から施行する。
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倉吉市あらゆる差別をなくする審議会条例

昭和57年倉吉市条例第19号

（設置）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138

条の４第３項の規定に基づき、倉吉市あらゆる

差別をなくする審議会（以下「審議会」という。）

を置く。

（所掌事務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別

をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要

事項について、必要な調査及び審議を行う。

２ 審議会は、差別事象の分析その他の部落差別

をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要

と認められる事項に関し、市長に意見を述べる

ことができる。

（組織）

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長

が委嘱する。

(１) 学識経験者

(２) 民間団体の代表者

３ 審議会に、必要に応じて専門部会を置くこと

ができる。

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員が委嘱されたときの要件を失ったとき

は、委員を辞したものとみなす。

３ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員

の互選によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

ときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が

議長となる。

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ

会議を開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、

可否同数のときは議長の決するところによる。

（幹事）

第７条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員の

うちから市長が任命する。

２ 幹事は、審議会の業務を処理する。

（庶務）

第８条 審議会の庶務は、生活産業部において処

理する。

（規則への委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の

運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成６年６月17日条例第20号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成６年８月１日から施行する。

（経過措置）

３ この条例施行の際、この条例による改正前の

倉吉市同和対策審議会条例（昭和57年倉吉市条

例第19号）第３条第２項の規定により委嘱又は

任命された委員である者の任期は、第４条第１

項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の

前日をもって満了するものとする。

附 則（平成８年３月27日条例第16号）

この条例は、平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成10年３月30日条例第５号）

この条例は、平成10年４月１日から施行する。

附 則（平成15年３月27日条例第１号）

この条例は、平成15年４月１日から施行する。

附 則（平成15年９月29日条例第30号）

（施行期日）

１ この条例は、平成15年10月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例施行の際、現にこの条例による改正

前のそれぞれの条例（以下「改正前の条例」と

いう。）の規定に基づく委員である者（次項に

定める者を除く。）は、この条例による改正後

のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみな

す。この場合において、当該委員の任期は、改

正前の条例の規定による任期の残任期間とす

る。

３ この条例の施行の日の前日において、改正前

の条例の規定に基づく委員である者のうち市

議会議員及び市の職員のうちから委嘱された

ものの任期は、当該委員の任期を定めた改正前

の条例の規定にかかわらずその日に満了する。

附 則（平成20年３月26日条例第２号）

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成22年３月18日条例第８号）

この条例は、平成22年４月１日から施行する。

附 則（平成23年３月31日条例第１号）

この条例は、平成23年４月１日から施行する。

附 則（平成30年３月15日条例第３号）

この条例は、平成30年４月１日から施行する。

附 則（令和２年３月30日条例第６号）

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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部落差別の解消の推進に関する法律

平成二十八年法律第百九号

（目的）

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在

するとともに、情報化の進展に伴って部落差別

に関する状況の変化が生じていることを踏ま

え、全ての国民に基本的人権の享有を保障する

日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許さ

れないものであるとの認識の下にこれを解消

することが重要な課題であることに鑑み、部落

差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとと

もに、相談体制の充実等について定めることに

より、部落差別の解消を推進し、もって部落差

別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての

国民が等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの

理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に

対する国民一人一人の理解を深めるよう努め

ることにより、部落差別のない社会を実現する

ことを旨として、行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落

差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地

方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する

施策を推進するために必要な情報の提供、指導

及び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、

部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講

ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実）

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応

ずるための体制の充実を図るものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関

する相談に的確に応ずるための体制の充実を

図るよう努めるものとする。

（教育及び啓発）

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な

教育及び啓発を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解

消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努

めるものとする。

（部落差別の実態に係る調査）

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実

施に資するため、地方公共団体の協力を得て、

部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
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「
人
権
尊
重
都
市
」
宣
言
の
ま
ち
倉
吉

人
は
、
す
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
と
平
等
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
尊
ば
れ
、
人
間
と
し
て
生
き
る
権
利
を
有
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
過
去
幾
多
の
試
練
を
経
て
、
基
本
的
人
権
の
享
有
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の
も
と
に
、
真
に
平
和
で
民
主
的
な
社
会
の
建
設
に
つ
と
め
て
ま
い

り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
私
た
ち
倉
吉
市
民
は
、
現
在
「
水
と
緑
と
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
基
本
目
標
に
、
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に
さ
れ
、
す
べ
て
の
市
民
が
共
同
し
て
差

別
の
な
い
、
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
人
間
疎
外
と
人
間
愛
の
欠
如
に
よ
り
、
特
に
日
本
国
憲
法
に
う
た
わ
れ
た
思
想
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
等
に
お
け
る
自
由
と

平
等
が
軽
視
さ
れ
、
人
権
侵
害
の
事
象
も
あ
と
を
絶
た
な
い
現
状
で
あ
り
ま
す
。

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
て
四
十
周
年
、
さ
ら
に
市
制
三
十
五
周
年
を
契
機
に
、
改
め
て
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
確
認
し
、
人
間
平
等
の
基
盤
の
確
立
を
目

指
し
て
、
市
民
す
べ
て
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
を
行
う
こ
と
を
誓
い
、
こ
こ
に
本
市
を
「
人
権
尊
重
都
市
」
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
ま
す
。

平
成
元
年
一
月
二
十
七
日

倉

吉

市

倉

吉

市

議

会
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鳥取県人権尊重の社会づくり条例

平成８年鳥取県条例第15号

すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳及び権利について平等であ

り、人間として尊重され、基本的人権の享有が

保障されなければならない。これは、人類普遍

の原理であり、自由と正義と平和の基礎であ

り、かつ、法の下の平等及び基本的人権の保障

を定めた日本国憲法の精神にかなうものであ

る。

この理念の下に、お互いの人権が尊重され、

誇りをもって生きることができる差別と偏見

のない社会が実現されなければならない。

ここに、我々鳥取県に暮らすすべての者は、

豊かな自然に抱かれ、歴史と文化を育んでき

たふるさと鳥取の地で、共に力を合わせてこ

の使命を達成することを決意し、真に人権が

尊重される社会とするため、この条例を制定

する。

（目的）

第１条 この条例は、人権尊重に関し、県、市

町村及び県内に暮らす全ての者の果たすべ

き責務を明らかにするとともに、その施策

の基本となる事項を定めることにより、人

種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指

向、性自認、障がい、感染症等の病気、職業、

被差別部落の出身であることその他の事由

を理由とする差別その他の人権に関する問

題（以下「人権問題」という。）への取組を

推進し、差別のない真に人権が尊重される

社会づくりを図ることを目的とする。

（県の責務）

第２条 県は、前条の目的を達成するため、人

権尊重の社会づくりに関する施策（以下「人

権施策」という。）を積極的に推進するとと

もに、県行政のあらゆる分野で人権に配慮

し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意

識の醸成及び高揚を促進しなければならな

い。

２ 県は、人権施策を推進するに当たっては、

国、市町村及び関係団体と連携協力しなけ

ればならない。

３ 県は、市町村が実施する人権施策につい

て、必要な助言その他の支援を行うものと

する。

（市町村の責務）

第３条 市町村は、県が実施する人権施策に

協力するとともに、自らの行政分野で人権

尊重に配慮し、人権意識の醸成及び高揚に

努めなければならない。

（県内に暮らす全ての者の責務）

第４条 県内に暮らす全ての者は、相互に人

権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくり

の担い手であることを認識し、人権意識の

向上に努めるとともに、県が実施する人権

施策に協力しなければならない。

（県、市町村及び県内に暮らす全ての者の

相互の協力等）

第５条 県、市町村及び県内に暮らす全ての

者は、真に人権が尊重される社会を実現す

るため、職域、学校、地域、家庭その他の様々

な場において、相互に協力しながら、あらゆ

る差別の解消に取り組むものとする。

（基本方針）

第６条 知事は、人権施策の総合的な推進を

図るため、人権施策の基本となるべき方針

（以下「人権施策基本方針」という。）を定

めるものとする。

２ 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を

定めるものとする。

(１) 人権尊重の基本理念

(２) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(３) 差別実態の解消に向けた施策に関す

ること。

(４) 相談支援体制に関すること。

(５) 人権施策の推進に資する調査に関す

ること。

(６) 第２号から前号までに掲げるものの

ほか、人権尊重の社会づくりのための重

要な施策に関すること。

(７) 人権問題における分野ごとの施策に

関すること。

(８) 前各号に掲げるもののほか、人権施

策を推進するために必要な事項

（差別のない社会づくりの推進）

第７条 何人も、職域、学校、地域、家庭その

他の様々な場において、第１条に掲げる事

由を理由とする次に掲げる行為（インター

ネットを通じて行う行為を含む。以下この

条において「差別行為」という。）をしては

ならない。

(１) 誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当

な差別的言動その他の心理的外傷を与え

る行為
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(２) いじめ又は虐待

(３) プライバシーの侵害

(４) 不当な差別的取扱い

２ 県は、差別行為を防止するため、人権に関

する正しい知識の普及による偏見の解消を

はじめ、必要な人権教育及び人権啓発を積

極的に行うものとする。

３ 県は、差別行為を受けた者に対して、次条

の規定による相談対応その他必要な支援を

行うものとする。

４ 県は、差別行為の防止のための施策を効

果的に実施するため、差別行為の実態の把

握並びに必要な情報の収集及び分析を行う

ものとする。

（人権に関する相談）

第８条 知事は、人権尊重の社会づくりを推

進するため、人権相談窓口（県民の人権に関

する各般の問題につき、相談に応じるとと

もに、相談をした者（以下「相談者」という。）

への支援を行うための窓口をいう。以下同

じ。）を設置する。

２ 知事は、人権相談窓口において人権に関

する相談を受けたときは、専門的知見を活

用しながらその相談に応じるとともに、そ

の当事者の相互理解と自主的な取組による

解決を促進するため、次に掲げる支援を行

うものとする。

(１) 相談者への助言

(２) 国、県、市町村等が設置する相談機関

（人権に関する相談、助言、苦情処理等を

専門的に行う機関をいう。）その他の関係

機関（以下単に「関係機関」という。）の

紹介

(３) 関係機関と連携した相談者の支援

(４) その他相談者及び関係機関に対する

必要な支援

３ 知事は、前項の支援を円滑に行うため、関

係機関との緊密な連携の確保に努めるもの

とする。

４ 前３項に定めるもののほか、人権相談窓

口の運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。

（鳥取県人権尊重の社会づくり協議会）

第９条 人権施策基本方針その他人権施策に

県内に暮らす全ての者の意見を反映させる

ため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

138条の４第３項の規定に基づき、鳥取県人

権尊重の社会づくり協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。

２ 知事は、人権施策基本方針を定めるに当

たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴く

ものとする。

３ 協議会は、人権尊重の社会づくりに関す

る事項に関し、知事に意見を述べることが

できる。

第10条 協議会は、委員26人以内で組織する。

２ 委員は、人権に関し学識経験を有する者

のうちから、知事が任命する。

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。

附 則

この条例は、平成８年８月１日から施行す

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成21年４月１日から施行

する。

（鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する

条例の一部改正）

２ 略

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。
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水平社宣言の原文と現代語訳について

宣 言

全国に散在する吾（わ）が特殊部落民よ団結せよ。

長い間虐（いじ）められて来た兄弟よ、過去半世紀間に種々なる方法と、多くの人々とによつ

てなされた吾等（われら）の為（た）めの運動が、何等（なんら）の有難（ありがた）い効果を

齎（もた）らさなかつた事実は、夫等（それら）のすべてが吾々（われわれ）によつて、又（ま

た）他の人々によつて毎（つね）に人間を冒涜（ぼうとく）されてゐた罰であつたのだ。そして

これ等の人間を勦（いたわ）るかの如（ごと）き運動は、かえつて多くの兄弟を堕落させた事を

想（おも）へば、此際（このさい）吾等の中より人間を尊敬する事によつて自ら解放せんとする

者の集団運動を起（おこ）せるは、寧（むし）ろ必然である。

兄弟よ、吾々の祖先は自由、平等の渇仰者であり、実行者であつた。陋劣（ろうれつ）なる階

級政策の犠牲者であり男らしき産業的殉教者であつたのだ。ケモノの皮剥（は）ぐ報酬として、

生々しき人間の皮を剥（はぎ）取られ、ケモノの心臓を裂く代価として、暖（あたたか）い人間

の心臓を引（ひき）裂かれ、そこへ下らない嘲笑の唾（つば）まで吐きかけられた呪はれの夜の

悪夢のうちにも、なほ誇り得る人間の血は、涸（か）れずにあつた。そうだ、そして吾々は、こ

の血を享（う）けて人間が神にかわらうとする時代にあうたのだ。犠牲者がその烙印（らくいん）

を投げ返す時が来たのだ。殉教者が、その荊冠（けいかん）を祝福される時が来たのだ。

吾々がエタであることを誇り得る時が来たのだ。

吾々は、かならず卑屈なる言葉と怯懦（きょうだ）なる行為によつて、祖先を辱（はずか）し

め、人間を冒涜してはならぬ。そうして人の世の冷たさが、何（ど）んなに冷たいか、人間を勦

（いた）はる事が何（な）んであるかをよく知つてゐる吾々は、心から人生の熱と光を願求礼讃

（がんぐらいさん）するものである。

水平社は、かくして生（うま）れた。

人の世に熱あれ、人間に光あれ。

大正十一年三月

水平社
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「水平社宣言」現代語訳

全国各地で、歯を食いしばって生きている被差別部落のみなさん、今こそ手を取り合って進み

ましょう。

長い間いじめられ差別を受けてきた被差別部落のみなさん。1871年の解放令から約50年、私

たちのためといって、多くの人々によって差別をなくすための運動が行われてきました。しかし、

それらの運動はあまり役に立ちませんでした。人間は平等であり、尊敬すべきものなのです。し

かし、人をあわれんだり、同情したりする考え方しかもたない人々は、私たちを気の毒な人たち

だと思って運動してきたのです。

私たちを救ってあげようという運動は、かえって多くの私たちの仲間をだめにしてしまいまし

た。だから、今、差別を受けている私たち自らが立ち上がったのです。人間だれをも尊敬し、大

切にすることによって差別のない社会をつくろうという運動を自主的にはじめたのです。私たち

は、私たちの手で部落差別をなくしていくのです。

被差別部落のみなさん、私たちの祖先は差別を受けながらも、自由で平等な社会を願い、闘っ

てきました。私たちは政府の身勝手な政治によってつくられた身分制度の犠牲者であったが、世

の中に欠かすことのできない仕事に携わり、社会を支える存在でもあったのです。その中でさま

ざまな差別を受けてきたのです。しかし、そのような悪夢のような差別の中でも、私たちの祖先

の体の中には、誇り高く生き抜こうとする人間のあたたかい血が残っていました。そして、その

血を受けついだ私たちは「民衆が世の中の主人公になる時代」にたどりついたのです。私たちの

してきた人に嫌われる仕事を誇れる、そして人に嫌われる仕事をしてきた私たち自身を誇れる時

がきたのです。

私たちが被差別部落の人間であることを誇りうる時代がやってきたのです。

私たちは、この世の中が、私たちを差別することのみにくさに気づかない人々や、差別される

ことのつらさに気づかない人々が多くいる冷たい世の中だということを知っています。だから私

たちは、心から人間の尊さやあたたかさが大切にされる、差別のない世の中を心から願うのです。

水平社はこうして生まれました。

人の世に熱あれ、人間に光あれ。

1922年３月（３日）

現代語訳の出典：「部落問題学習の授業ネタ２ 社会科日本史でやってみよう」

（部落問題学習ネタつくろう会編、解放出版社）
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ホロコースト記念館紹介

ホロコースト記念館は、1971年、旅先での奇跡的な大塚理事長と老紳士との出会いから始まりまし

た。「私はアンネの父、オットー・フランクです」と紹介され、その後24年の歳月を経て1995年、日本

で最初のホロコースト記念館（教育センター）が設立されました。2007年９月には更に充実した施設

とする為に、新館が建てられ、27年間で約18万８千名の来館者をお迎えしています。

ホロコースト記念館は訪問された方達を始め、国内外の皆様の募金等によって運営されています。

◆「ホロコーストとは」？

原語は「焼いたいけにえ」を表すギリシャ語です。現在はナチスの国家政策による600万人のユダヤ

人大虐殺（1933～1945）を意味します。

◆ホロコーストを理解する３つのキーワード

１、選挙······国民がヒトラー率いるナチス政権を選びました。（1933年１月）

２、法律······ユダヤ人差別の法律が1000もつくられました。（1935年11月～）

選挙権、あらゆる免許の剥奪、公園、劇場などの立ち入り禁止など、ユダヤ人の

人権がすべて奪い取られました。ユダヤ人は学校にも行けなくなりました。

３、会議······たった１時間の会議で、全員一致でユダヤ人絶滅を決定しました。（1942年１月）

ユダヤ人絶滅の方法： ゲットー → 移送 → 収容所 → 選別 → 殺害

◆なぜ、こんなにもヨーロッパ中に広がったのでしょうか

◎世界の国々と一般の人々の無関心、傍観によって

◎ユダヤ人の差別を助長する、かたよった教育によって

◆杉原千畝をはじめ、ユダヤ人を助けた人たち（正義の人）が２万8 千人以上いました

◆ホロコーストを学ぶ意味

◎差別、偏見、いじめ、自己中心的な考えから→視野を広げ、思いやりの心を持つために。

◎平和をつくるために何かをする（行動する）きっかけに。

◎差別、偏見、不寛容について知る為に。

◎平和をつくり出すには何をすればいいのかを考え始めるきっかけに。

◆ホロコースト記念館の特徴

◎ホロコーストの子どもたちの写真を中心に展示しています。

◎隠れ家のアンネの部屋を再現しています。（常設展としては、世界初）

◎アンネの日記の精巧なレプリカを展示しています。（アンネ・フランク・ハウスが作成）

◎アンネのバラ園、アンネの銅像があります。

◎ゲットーの壁には、実際に使われていたレンガをはめ込んでいます。

ホロコースト記念館＜開館日＞ 火・水・木・金・土 10：00～17：00 （団体は要予約）

（休館日 日・月・祝日・８/13～16、12/27～１/５）

入場無料～皆様の募金によって支えられています～
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＜メモ欄＞



倉吉市人権教育研究会（事務局 倉吉市人権政策課）

〒682-8633 倉吉市堺町二丁目253番地１

TEL 0858-22-8130 FAX 0858-23-9100

電子メール jinkenseisaku@city.kurayosh.lg.jp


